
（様式１） 

観光社会資本の事例 

テーマ 新たな海水浴場の創造 

【施設の状況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設の利用写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光資源としての利用状況】 

離岸堤の設置により、砂浜が回復し景観が良くなり地域住民の散歩等憩いの場となっている。

さらに最近では、県内外から砂浜での水遊び等の利用者も増え、吉田町によるトイレ、シャワー

や公園化等の整備も進み、利用価値が上がっている。 

夏季の海辺では、海水浴やサーフィン客でにぎわい、浜辺では貝拾いが行われるようになり

家族連れのレクリエーションの場となっている。 

緩衝化された直立堤法面。背後に吉田町

による公園が整備されている。 
吉田海岸の離岸堤と浜辺の状況。トン

ボロができ砂浜が回復してきている。 

夏休みに海水浴でにぎわう吉田海岸。
吉田海岸の砂浜にて。家族連れで潮干狩

りを楽しむ。 

H17,3 月 

H15,8 月

H15,8 月 
H17,5 月



（様式２）

テーマ 新たな海水浴場の創造 

【社会資本の基礎データ】 

○名称    駿河海岸住吉工区 

○所在地 静岡県榛原郡吉田町 

○事業名 なぎさリフレッシュ事業 

○事業主体 国土交通省、吉田町 

○事業期間 平成５年～平成１４年 

【社会資本の役割・効果】 

  

○ 利用効果 

 国民の生活様式の変化や余暇時間の増大に伴い美しい海岸環境を創出する要請が強いこと

から、平成５年度になぎさリフレッシュ事業の認定を受け、消波工等の異形ブロックを沖合施設で

ある離岸堤に有効に転用し、海浜へのアプローチと海岸空間に優れたなぎさを回復した。それに

合わせ地元吉田町による公園整備により、住民の憩いの場の創造と、海での水遊びなど夏季利

用による地域の活性化の一助になっている。 

○ 治水効果 

 離岸堤設置により、浜辺に静穏域が確保され、前浜が回復し、海底勾配が緩やかになり、さら

に直立堤を耐震化に向けた補強を行うとともに、法面を緩傾斜護岸とし利用面の向上と合わせ、

背後地吉田町の治水安全度を向上させた。 

 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連ホームページ】  

 吉田町ＨＰ http://www.wbs.ne.jp/bt/yoshida/  
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